
 
７ 指標設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、本編をご覧ください。本編はこちらからご覧いただけます。 
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１ プラン策定の目的 

 栗東市男女共同参画都市宣言の前文にある「自分らしくいきいきと生きることができる栗東

市民」を目指します。 

２ プランの位置づけ 

 男女共同参画社会基本法、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍

推進法）、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV 防止法）、困

難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援法）に基づく計画 

 「栗東市総合計画」をはじめ本市の関連する各種計画との整合を図ります。 

 SDGs（持続可能な開発目標）の視点を踏まえてプランを推進します。 

３ 計画期間 

 令和 8（2026）年度から令和 12（2030）年度まで 5 年間 

 社会情勢の変化やプランの進捗状況により、必要に応じて見直しを行うものとします。 

４ 基本理念 

 性別や性の意識にかかわりなく、すべての人が活躍・自己実現できる栗東
ま ち

 

５ 全体を通じた重要な視点 

1. 政策決定プロセスへの女性参画 

2. 固定的な性別役割分担意識・無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消 

3. 健康と心身の幸福（ウェルビーイング） 

4. 多様な選択を可能にする女性人材の育成、教育・学習 

  

  

 

概要版 



 
６ 施策体系 

 本プランは、基本目標実現のため、3 つの柱のもと 11 の「基本施策」と 36 の「具体的施策の方向」で構成し、各担当課において取組を進めることで計画の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別や性の意識にかかわらず多
様な人々がつながり合い、それぞれ
の力を活かして地域社会を築く仕
組みをつくることが、持続可能で誰
もが住みたいと思えるまちづくり
につながります。 
 人権が尊重され、あらゆる分野で
の男女共同参画の視点が反映され
た社会になるよう、取組を継続して
いきます。 

 性別や性の意識にとらわれず、一
人ひとりが持つ個性や能力を十分
に発揮できる社会をめざします。誰
もが自分らしく希望をもって活躍
できるよう、取組を進めていきま
す。 

 DVを許さない意識醸成にむけた
取り組みを行うとともに、貧困等困
難な状況にある人に寄り添います。
また、防災対策における男女共同参
画の視点反映や女性の心身の健康
が守られる環境づくりに取り組み
ます。 


